
昭
和
五
十
年
建
設
省
令
第
二
十
号

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
三
百
六
号
）
及
び
同
令
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
一
章
の
二
　
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
（
第
一
条
の
二
・
第
二
条
）

第
二
章
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
（
第
三
条―

第
十
三
条
）

第
三
章
　
住
宅
街
区
整
備
促
進
区
域
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
四
章
　
住
宅
街
区
整
備
事
業
（
第
十
六
条―

第
五
十
条
）

第
四
章
の
二
　
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
（
第
五
十
条
の
二―

第
五
十
条
の
二
十
七
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
法
第
二
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
の
区
域
）

第
一
条
　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
の
区
域
は
、
都
の
区
域
（
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
限
る
。
）
、

大
阪
市
の
区
域
及
び
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
区
域
で
あ
つ
て
、
住
生

活
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
条
第
二
項
第
六
号
の
住
宅
の
供
給
等
及
び
住
宅
地
の
供
給
を
重
点
的
に
図
る
べ
き
地
域
の
区
域
と
す
る
。

第
一
章
の
二
　
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域

（
建
築
行
為
等
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
二
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
の
申
請
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
土
地
の
形
質
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
設
計
図
で
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の
（
法
第
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
行
為
に
限
る
。
）

二
　
建
築
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
二
面
以
上
の
建
築
物
の
断
面
図
で
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
も
の
（
法
第
七
条
第
二
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
行
為
に
限
る
。
）

３
　
前
項
第
一
号
ロ
の
設
計
図
は
、
土
地
の
形
質
の
変
更
後
に
お
け
る
公
共
施
設
の
位
置
及
び
形
状
を
、
当
該
行
為
に
よ
り
新
設
し
、
又
は
変
更
さ
れ
る
部
分
と
既
設
の
も
の
で
変
更
さ
れ
な
い
部
分
と
に
区
別
し
て
表
示
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
の
買
取
り
の
申
出
の
相
手
方
の
公
告
）

第
二
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
府
県
知
事
の
定
め
る
方
法
で
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
の
名
称

二
　
土
地
の
買
取
り
の
申
出
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

三
　
当
該
相
手
方
に
対
し
申
出
を
す
べ
き
土
地
の
区
域

２
　
前
項
第
三
号
の
土
地
の
区
域
の
表
示
は
、
土
地
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
が
自
己
の
権
利
に
係
る
土
地
が
当
該
区
域
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

（
地
方
公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
三
条
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
十
二
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
提
出
す
る
認
可
申
請
書
に
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

年
建
設
省
令
第
五
号
）
第
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
共
同
住
宅
区
及
び
集
合
農
地
区
の
位
置
及
び
面
積
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
都
府
県
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
七
十
一
条
の

二
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
上
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
、
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
一
条

の
三
第
十
四
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
お
い
て
集
合
農
地
区
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
意
見

を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
共
同
住
宅
区
に
関
す
る
図
書
）

第
六
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
区
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
共
同
住
宅
区
の
面
積
を
記
載
し
、
設
計
図
は
縮
尺
千
二
百
分
の
一
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
設
計
図
、
第
九
条
第
一
項
の
設
計
図
及
び
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
設
計
図
は
、
併
せ
て
一
葉
の
図
面
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
住
宅
区
へ
の
換
地
の
申
出
）

第
七
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
二
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
の
共
有
化
の
申
出
）

第
八
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
三
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
集
合
農
地
区
に
関
す
る
図
書
）

第
九
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
合
農
地
区
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
集
合
農
地
区
の
面
積
を
記
載
し
、
設
計
図
は
縮
尺
千
二
百
分
の
一
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
集
合
農
地
区
へ
の
換
地
の
申
出
）

第
十
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
四
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
換
地
計
画
の
認
可
申
請
手
続
）

第
十
一
条
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
六
条
第
一
項
後
段
又
は
第
九
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
換
地
設
計
）

第
十
一
条
の
二
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
換
地
図
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
換
地
計
画
に
お

い
て
共
同
住
宅
区
内
の
土
地
の
共
有
持
分
を
与
え
る
よ
う
に
定
め
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
土
地
の
位
置
及
び
形
状
を
表
示
し
、
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
町
又
は
字
の
区
域
及
び
各
筆
の
土
地
ご
と
の
予
定
番
地

を
記
入
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
筆
換
地
明
細
等
）

第
十
二
条
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
六
（
一
）
の
「
記
事
」
欄
に
は
、
同
様
式
備
考
６
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
従
前
の
土
地
又
は
換
地
処
分
後
の
土
地
に
つ
き
、
次
に
掲
げ

る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
換
地
を
定
め
る
場
合

二
　
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
換
地
を
定
め
る
場
合

三
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
義
務
教
育
施
設
用
地
と
し
て
定
め
る
場
合

四
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
留
地
と
し
て
定
め
る
場
合

２
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
宅
地
に
係
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
に
よ
り
清
算
す
べ
き
金
額
に
関
し
特
別
の
定
め
を
す
る
義
務
教
育
施
設
用
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
七
（
一
）
の
「
清
算
金
、
仮
清
算
金
及
び

清
算
金
精
算
額
」
欄
に
当
該
特
別
の
定
め
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
清
算
す
べ
き
金
額
を
併
記
し
、
「
記
事
」
欄
に
特
別
の
定
め
に
よ
る
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
七
（
一
）
の
「
記
事
」
欄
に
は
、
同
様
式
の
備
考
８
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
従
前
の
土
地
又
は
換
地
処
分
後
の
土
地
に
つ
き
、

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
宅
地
に
係
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
住
宅
街
区
整
備
促
進
区
域

（
建
築
行
為
等
の
許
可
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
七
の
申
請
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
土
地
の
形
質
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
設
計
図
で
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
行
為
に
限
る
。
）

二
　
建
築
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
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イ
　
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
二
面
以
上
の
建
築
物
の
断
面
図
で
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
も
の

３
　
前
項
第
一
号
ロ
の
設
計
図
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
土
地
の
買
取
り
の
申
出
の
相
手
方
の
公
告
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
章
　
住
宅
街
区
整
備
事
業

（
個
人
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
十
六
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
人
で
施
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
規
準
及
び
事
業
計
画
を
、
数
人
共
同
し
て
施
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
規
約
及
び
事
業
計
画
を
認
可
申

請
書
と
と
も
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
七
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
内
の
宅
地
の
所
有
者
若
し
く
は
そ
の
区
域
内
の
宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
区
域
内
の
水
面
に
つ
い
て
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
お
い
て
集
合
農
地
区
を
定
め
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
意
見
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
宅
街
区
整
備
事
業
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
類
又
は
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
終
了
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
施
行
地
区
位
置
図
及
び
施
行
地
区
区
域
図
）

第
十
八
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
九
条
、
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
施
行
地
区
は
、
施
行
地
区
位
置
図
及

び
施
行
地
区
区
域
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
施
行
地
区
位
置
図
は
、
縮
尺
三
万
分
の
一
以
上
と
し
、
施
行
地
区
の
位
置
、
都
市
計
画
区
域
及
び
市
街
化
区
域
を
表
示
し
た
地
形
図
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
施
行
地
区
区
域
図
は
、
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
と
し
、
施
行
地
区
の
区
域
並
び
に
そ
の
区
域
を
明
ら
か
に
表
示
す
る
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
都
府
県
界
、
市
町
村
界
、
市
町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の
境
界
、

都
市
計
画
区
域
界
、
市
街
化
区
域
界
並
び
に
宅
地
の
地
番
及
び
形
状
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
計
の
概
要
及
び
施
設
住
宅
区
等
に
関
す
る
図
書
）

第
十
九
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
の
概
要
及
び
施
設
住
宅
区
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
区
及
び
集
合
農
地
区
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
目
的

二
　
施
行
地
区
内
の
土
地
の
現
況

三
　
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
地
積
（
保
留
地
の
予
定
地
積
を
除
く
。
）
の
合
計
の
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
施
行
前
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
地
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合

四
　
保
留
地
の
予
定
地
積

五
　
公
共
施
設
の
設
計
の
概
要

六
　
施
設
住
宅
敷
地
の
設
計
の
概
要

七
　
施
設
住
宅
の
設
計
の
概
要

八
　
施
設
住
宅
区
の
面
積

九
　
既
存
住
宅
区
の
面
積

十
　
集
合
農
地
区
の
面
積

３
　
第
一
項
の
設
計
図
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

図
面
の
種
類

縮
尺

明
示
す
べ
き
事
項

現
況
図

千
分
の
一
以
上

方
位
、
施
行
地
区
の
境
界
、
施
行
地
区
内
の
公
共
施
設
、
建
築
物
及
び
農
地
等
並
び
に
施
行
地
区
の
周
辺
の
土
地
利
用
の
概
況
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施
行
地
区
内
基
本
計
画
図

千
分
の
一
以
上

方
位
、
公
共
施
設
の
位
置
及
び
形
状
並
び
に
施
設
住
宅
区
、
既
存
住
宅
区
及
び
集
合
農
地
区
の
区
域
界

施
設
住
宅
区
平
面
図

五
百
分
の
一
以
上

方
位
、
施
設
住
宅
、
主
要
な
給
水
施
設
、
排
水
施
設
、
電
気
施
設
及
び
ガ
ス
施
設
の
位
置
並
び
に
広
場
、
駐
車
施
設
、
遊
び
場
そ
の
他
の
共
同
施
設
、
通
路
及
び
消
防
用
水
利
施

設
の
位
置

施
設
住
宅
各
階
平
面
図

二
百
五
十
分
の
一
以
上
方
位
並
び
に
外
壁
、
各
戸
の
界
壁
、
廊
下
、
階
段
及
び
昇
降
機
の
位
置

二
面
以
上
の
断
面
図
五
百
分
の
一
以
上

施
設
住
宅
、
床
及
び
各
階
の
天
井
の
高
さ

公
共
施
設
平
面
図

五
百
分
の
一
以
上

方
位
並
び
に
公
共
施
設
の
位
置
及
び
形
状

（
資
金
計
画
書
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
計
画
は
、
資
金
計
画
書
を
作
成
し
、
収
支
予
算
を
明
ら
か
に
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
行
地
区
及
び
工
区
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
一
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
行
地
区
の
設
定
に
関
す
る
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
施
行
地
区
は
、
当
該
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
施
行
を
著
し
く
困
難
に
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
公
共
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
を
避
け
て
定
め
て
は
な
ら
な
い
。

二
　
施
行
地
区
を
工
区
に
分
け
る
と
き
は
、
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
工
区
内
の
宅
地
の
地
積
（
保
留
地
の
予
定
地
積
を
除
く
。
）
の
合
計
の
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
施
行
前
に
お
け
る
工
区
内
の
宅
地
の
地
積
の
合
計

に
対
す
る
割
合
に
お
い
て
、
各
工
区
間
に
著
し
く
不
均
衡
を
生
じ
な
い
よ
う
に
工
区
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
計
の
概
要
及
び
施
設
住
宅
区
等
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
の
概
要
及
び
施
設
住
宅
区
の
設
定
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
区
及
び
集
合
農
地
区
の
設
定
に
関
す
る
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
設
計
の
概
要
は
、
施
行
地
区
又
は
施
行
地
区
を
含
む
一
定
の
地
域
に
つ
い
て
近
隣
住
区
（
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
を
中
心
と
す
る
人
口
一
人
当
た
り
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
百
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

の
地
積
を
基
準
と
し
、
人
口
約
一
万
人
が
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
地
区
を
い
う
。
）
を
想
定
し
、
そ
の
住
区
内
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
生
活
の
利
便
を
促
進
す
る
よ
う
に
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
　
設
計
の
概
要
は
、
幹
線
道
路
と
幹
線
道
路
以
外
の
道
路
と
の
交
差
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
区
画
道
路
（
幹
線
道
路
以
外
の
道
路
を
い
い
、
裏
口
通
路
を
除
く
。
）
の
幅
員
は
、
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
四
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

四
　
住
宅
地
に
お
い
て
は
、
道
路
を
で
き
る
限
り
通
過
交
通
の
用
に
供
さ
れ
難
い
よ
う
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
道
路
（
裏
口
通
路
を
除
く
。
）
が
交
差
し
、
又
は
屈
曲
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
交
差
又
は
屈
曲
の
部
分
の
街
角
に
つ
い
て
適
当
な
す
み
き
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
設
計
の
概
要
は
、
公
園
の
面
積
の
合
計
が
施
行
地
区
の
面
積
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
地
区
の
周
辺
に
相
当
規
模
の
公
園
、
緑
地
又
は
広
場
が
存
す
る
場
合
等
施
行
地

区
の
周
辺
の
状
況
並
び
に
施
設
住
宅
の
規
模
及
び
配
置
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七
　
設
計
の
概
要
は
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
が
建
築
物
を
建
築
す
る
の
に
適
当
な
宅
地
と
な
る
よ
う
必
要
な
排
水
施
設
の
整
備
改
善
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
　
設
計
の
概
要
は
、
施
行
地
区
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
当
該
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
目
的
並
び
に
施
行
地
区
の
規
模
、
形
状
及
び
周
辺
の
状
況
並
び
に
施
行
地
区
内
の
土
地
の
地
形
及
び
地
盤

の
性
質
を
勘
案
し
て
、
施
行
地
区
に
お
け
る
植
物
の
生
育
の
確
保
上
必
要
な
樹
木
の
保
存
、
表
土
の
保
全
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
　
施
設
住
宅
区
、
既
存
住
宅
区
及
び
集
合
農
地
区
は
、
施
設
住
宅
区
内
の
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
、
既
存
住
宅
区
内
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
機
能
の
適
正
な
維
持
活
用
及
び
集
合
農
地
区
内
の
農
林
漁
業
経
営
の
存
続
が

図
ら
れ
る
よ
う
相
互
に
調
和
を
保
つ
よ
う
に
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
　
施
設
住
宅
は
、
施
行
地
区
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
良
好
な
居
住
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
日
照
、
通
風
、
採
光
、
開
放
性
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
並
び
に
災
害
の
防
止
に
支
障
が
な
い
よ
う
な
容
積
、
建
築
面
積
、

高
さ
及
び
配
列
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一
　
施
設
住
宅
そ
の
他
の
住
宅
は
、
施
行
地
区
内
及
び
そ
の
周
辺
に
鉄
道
、
幹
線
道
路
等
が
存
す
る
と
き
は
、
騒
音
、
振
動
等
に
よ
り
居
住
環
境
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
考
慮
し
て
、
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
　
施
設
住
宅
は
、
施
設
住
宅
に
関
し
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者
の
生
活
再
建
等
を
考
慮
し
て
、
で
き
る
限
り
、
低
廉
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
計
画
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
三
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
計
画
に
関
す
る
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
金
計
画
の
う
ち
収
入
予
算
に
お
い
て
は
、
収
入
の
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
収
入
金
と
し
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
資
金
計
画
の
う
ち
支
出
予
算
に
お
い
て
は
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
基
準
に
よ
り
そ
の
経
費
を
算
定
し
、
こ
れ
を
支
出
金
と
し
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
施
行
に
関
す
る
都
府
県
知
事
の
公
告
事
項
）

第
二
十
四
条
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

３
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
一
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
約
に
つ
い
て
認
可
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
一
条
第
八
項
に

規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
三
条
第
四
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

4



第
二
十
五
条
　
削
除

（
施
行
者
の
変
動
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
及
び
都
府
県
知
事
の
公
告
事
項
）

第
二
十
六
条
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
組
合
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
二
十
七
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
定
款
及
び
事
業
計
画
を
認
可
申
請
書
と
と
も
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
合
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
八
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
区
域
内
の
宅
地
の
所
有
者
若
し
く
は
そ
の
区
域
内
の
宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
区
域
内
の
水
面
に
つ
い
て
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免

許
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
住
宅
街
区
整
備
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
定
款
の
変
更
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
総
会
又
は
総
代
会
の
議
決
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

３
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業

計
画
に
お
い
て
集
合
農
地
区
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
意
見
を
記
載
し
た
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
組
合
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
解
散
の
決
定
に
関
す
る
総
会
の
議
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
定
款
で
定
め
た
解
散
事
由
の
発
生
を
証
す
る
書
類
又
は
事
業
の
完
成
若
し
く
は
そ
の
完
成
の
不
能
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
電
磁
的
方
法
）

第
二
十
八
条
の
二
　
法
第
四
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
借
地
権
の
申
告
手
続
）

第
二
十
九
条
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
九
条
第
三
項
（
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
に
つ

い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
意
見
書
の
内
容
の
審
査
の
方
法
）

第
二
十
九
条
の
二
　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
第
三
条
の
二
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
口
頭
意
見
陳
述
（
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
二
十
条
第
四
項
（
法
第
五

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見

陳
述
を
い
う
。
）
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
令
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
口
頭
意
見
陳
述
（
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
を
い
う
。
）
の
期
日
に
お
け
る
審
理

を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
令
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
口
頭
意
見
陳
述
（
法
第
五
十
九
条
第
九
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
を
い
う
。
）
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
法
第
五
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
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服
審
査
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理
に
必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
等
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
等
を
い
う
。
）
が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人
ご
と
に
指
定
し
て
行
う
。

（
組
合
施
行
に
関
す
る
都
府
県
知
事
の
公
告
事
項
）

第
三
十
条
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
務
所
の
所
在
地

二
　
設
立
認
可
の
年
月
日

三
　
事
業
年
度

四
　
公
告
の
方
法

２
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
三
条
第
七
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
一
条
　
削
除

（
決
算
報
告
書
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
決
算
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
施
行
、
機
構
施
行
及
び
地
方
公
社
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
十
二
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
可
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
施
行
者
の
名
称

二
　
資
金
計
画

三
　
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
範
囲

四
　
都
府
県
が
施
行
す
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
に
あ
つ
て
は
、
事
業
計
画
の
縦
覧
及
び
意
見
書
の
処
理
の
経
過

２
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
都
府
県
又
は
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
（
以
下

「
地
方
公
社
」
と
い
う
。
）
は
、
認
可
申
請
書
に
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
上
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
十
二
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
都
府
県
又
は
法
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
九
条
第
十
四
項
の
認
可
を

申
請
し
よ
う
と
す
る
機
構
若
し
く
は
地
方
公
社
は
、
法
第
五
十
四
条
又
は
第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
お
い
て
集
合
農
地
区
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申

請
書
に
法
第
五
十
四
条
又
は
第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
意
見
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
公
共
団
体
施
行
、
機
構
施
行
及
び
地
方
公
社
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

３
　
法
第
五
十
九
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
名
称

二
　
事
務
所
の
所
在
地

三
　
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

４
　
法
第
五
十
九
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
（
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変
更
前
の
も
の
と
す
る
。
）
並
び
に
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

二
　
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

三
　
変
更
認
可
の
年
月
日

（
縦
覧
手
続
等
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
軽
微
な
設
計
の
概
要
の
修
正
又
は
変
更
）

第
三
十
五
条
　
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
設
計
の
概
要
の
修
正
又
は
変
更
は
、
施
設
住
宅
区
内
の
主
要
な
給
水
施
設
、
電
気
施
設
若
し
く
は
ガ
ス
施
設
又
は
広
場
、
駐
車
施
設
、

遊
び
場
そ
の
他
の
共
同
施
設
、
通
路
若
し
く
は
消
防
用
水
利
施
設
の
位
置
の
修
正
又
は
変
更
と
す
る
。

（
収
用
委
員
会
に
対
す
る
裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
三
十
六
条
　
令
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
既
存
住
宅
区
内
に
換
地
を
定
め
ら
れ
る
べ
き
宅
地
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
）

第
三
十
七
条
　
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
八
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
六
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
既
存
住
宅
区
内
に
換
地
を
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
）

第
三
十
八
条
　
法
第
六
十
八
条
第
三
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
九
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
六
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
集
合
農
地
区
へ
の
換
地
の
申
出
）

第
三
十
九
条
　
法
第
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
行
う
公
告
の
方
法
）

第
三
十
九
条
の
二
　
法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
七
十
七
条
第
五
項
（
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
電

気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
行
う
公
告
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
公
告
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
九
条
の
三
　
法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
七
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
、
組
合
又
は
区
画
整
理
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
組
合
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
）

第
四
十
条
　
法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
標
識
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
登
記
所
へ
の
届
出
事
項
）

第
四
十
一
条
　
法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
二
号
中
「
法
第
七
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
権
利
申
告
手
続
）

第
四
十
二
条
　
法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
又
は
届
出
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
換
地
計
画
の
認
可
申
請
手
続
）

第
四
十
三
条
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
後
段
又
は
第
八
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
都
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
個
人
施
行
者
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
又
は
法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十

七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
組
合
に
あ
つ
て
は
、
換
地
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
つ
い
て
の
総
会
若
し
く
は
そ
の
部
会
又
は
総
代
会
の
議
決
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
市
町
村
、
機
構
又
は
地
方
公
社
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
八
条
第
六
項
又
は
法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
計
画
の
作
成
又
は
変
更
に
関
す
る
住
宅
街
区
整
備
審
議
会
の
意
見
書

四
　
組
合
、
市
町
村
、
機
構
又
は
地
方
公
社
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
八
条
第
三
項
又
は
法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
七
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
処
理
の
経
緯
を
説
明
す
る
書
類
（
当
該
意
見
書
に
関
す
る
住
宅
街
区
整
備
審
議
会
又
は
農
業
委
員
会
の
意
見
書
を
含
む
。
）

五
　
法
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
　
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
換
地
設
計
）

第
四
十
四
条
　
法
第
七
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
換
地
設
計
は
、
換
地
図
及
び
配
置
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
換
地
図
は
、
縮
尺
千
分
の
一
以
上
と
し
、
従
前
の
宅
地
及
び
換
地
（
従
前
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
及
び
地
役
権
以
外
の
権
利
又
は
処
分
の
制
限
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
又
は
処
分
の
制
限
の
目
的
と
な
つ
て
い

る
宅
地
又
は
そ
の
部
分
及
び
換
地
に
つ
い
て
定
め
た
こ
れ
ら
の
権
利
又
は
処
分
の
制
限
の
目
的
と
な
る
べ
き
宅
地
又
は
そ
の
部
分
を
含
む
。
）
、
保
留
地
並
び
に
施
設
住
宅
敷
地
の
位
置
及
び
形
状
を
表
示
し
、
住
宅
街
区
整
備
事
業
の

施
行
後
に
お
け
る
町
又
は
字
の
区
域
及
び
各
筆
の
土
地
ご
と
の
予
定
地
番
を
記
入
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
配
置
設
計
図
は
、
第
十
九
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
施
設
住
宅
区
平
面
図
に
各
施
設
住
宅
敷
地
の
区
域
を
表
示
し
た
も
の
並
び
に
同
表
に
掲
げ
る
施
設
住
宅
の
各
階
平
面
図
に
各
施
設
住
宅
の
一
部
の
配
置
及
び
用
途
を

表
示
し
た
も
の
と
す
る
。

（
各
筆
換
地
明
細
等
）

第
四
十
五
条
　
法
第
七
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
各
筆
換
地
明
細
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
施
行
者
が
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
施
設
住
宅
の
一
部
等
及
び
組
合
の
参
加
組
合
員
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
施
設
住
宅
の
一
部
等
の
明
細

並
び
に
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
保
留
地
そ
の
他
特
別
の
定
め
を
す
る
土
地
の
明
細
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
）

第
四
十
六
条
　
法
第
七
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
は
、
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
の
立
体
化
に
係
る
金
銭
に
よ
る
清
算
の
申
出
）

第
四
十
七
条
　
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
十
二
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
記
所
へ
の
通
知
）

第
四
十
八
条
　
法
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
そ
の
通
知
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
書
の
謄
本

二
　
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
換
地
図
及
び
配
置
設
計
図

三
　
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
換
地
等
明
細
書
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２
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
書
類
は
、
換
地
計
画
に
係
る
区
域
が
二
以
上
の
登
記
所
の
管
轄
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
地
域
ご
と
に
分
割
し
た
も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
一
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
従
前
の
土
地
に
対
す
る
換
地
が
他
の
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
土
地
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
土
地
に
照
応
す
る
換
地
又
は
従
前
の
土
地
を
当
該
分
割
書
類
に
表
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
施
設
住
宅
の
一
部
等
の
先
買
い
等
に
係
る
届
出
手
続
）

第
四
十
九
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
三
の
届
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
　
削
除

第
四
章
の
二
　
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業

（
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
五
十
条
の
二
　
法
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
認
定
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
十
三
の
二
の
申
請
書
を
都
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
を
実
施
す
る
区
域
の
位
置
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二
　
縮
尺
、
方
位
、
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
を
実
施
す
る
区
域
の
境
界
線
及
び
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
を
実
施
す
る
区
域
内
に
お
け
る
共
同
住
宅
の
位
置
を
表
示
し
た
配
置
図

三
　
縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
各
階
平
面
図

四
　
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
定
に
係
る
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
を
実
施
す
る
区
域
と
な
る
べ
き
土
地
の
区
域
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
、
賃
借
権
若
し
く
は
使
用

貸
借
に
よ
る
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
住
宅
が
賃
貸
住
宅
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
を
記
載
し
た
書
類

六
　
住
宅
が
分
譲
住
宅
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
価
額
を
記
載
し
た
書
類

七
　
共
同
住
宅
の
建
設
と
併
せ
て
関
連
公
益
的
施
設
の
整
備
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
を
実
施
す
る
区
域
内
に
お
け
る
関
連
公
益
的
施
設
の
位
置
を
表
示
し
た
配
置
図

ロ
　
縮
尺
、
方
位
並
び
に
関
連
公
益
的
施
設
に
係
る
間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
各
階
平
面
図

（
計
画
の
記
載
事
項
）

第
五
十
条
の
三
　
法
第
百
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
共
同
住
宅
の
建
設
又
は
関
連
公
益
的
施
設
の
整
備
の
事
業
の
実
施
時
期
と
す
る
。

（
法
第
百
一
条
の
三
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
）

第
五
十
条
の
四
　
法
第
百
一
条
の
三
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
法
第
百
一
条
の
三
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
）

第
五
十
条
の
五
　
法
第
百
一
条
の
三
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
は
、
十
戸
と
す
る
。

（
規
模
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
）

第
五
十
条
の
六
　
法
第
百
一
条
の
三
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
各
戸
が
床
面
積
（
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
第
五
十
条
の
二
十
四
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
二
十
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻

の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
同
居
親
族
」
と
い
う
。
）
が
な
い
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
平
方
メ
ー
ト

ル
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
二
以
上
の
居
住
室
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
、
当
該
建
築
物
以
外
の
建
築
物
で
同
条
第
九
号
の
三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造
の
建
築
物
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
外
壁
及
び
軒
裏
が
、
建
築
基
準
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
防
火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
屋
根
が
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
六
条
の
二
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
天
井
及
び
壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分
が
、
通
常
の
火
災
時
の
加
熱
に
十
五
分
間
以
上
耐
え
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
の
各
部
分
が
、
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三
　
各
戸
が
台
所
、
水
洗
便
所
、
収
納
設
備
、
洗
面
設
備
及
び
浴
室
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
賃
貸
の
条
件
に
関
す
る
基
準
）

第
五
十
条
の
七
　
法
第
百
一
条
の
三
第
六
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
賃
貸
の
条
件
の
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
条
の
十
三
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
賃
借
人
の
募
集
方
法
）

第
五
十
条
の
八
　
賃
貸
住
宅
を
法
第
百
一
条
の
三
第
六
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
者
に
賃
貸
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
一
般
賃
貸
人
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
、
不
良
住
宅
の
撤
去
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

賃
貸
住
宅
に
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
者
と
し
て
都
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
を
入
居
さ
せ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
賃
貸
住
宅
の
賃
借
人
を
公
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
は
、
都
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
賃
借
り
の
申
込
み
の
期
間
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
二
週
間
前
に
、
新
聞
掲
載
、
掲
示
等
に
よ
り
行
う
と
と
も
に
、
一
般
賃
貸
人
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
は
、
棟
ご
と
に
又
は
団
地
ご
と
に
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
賃
貸
す
る
住
宅
が
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二
　
賃
貸
住
宅
の
所
在
地
、
戸
数
、
規
模
及
び
構
造

三
　
一
般
賃
貸
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四
　
賃
借
人
の
資
格

五
　
家
賃
そ
の
他
賃
貸
の
条
件

六
　
賃
借
り
の
申
込
み
の
期
間
及
び
場
所

七
　
申
込
み
に
必
要
な
書
面
の
種
類

八
　
賃
借
人
の
選
定
方
法

４
　
前
項
第
六
号
の
申
込
み
の
期
間
は
、
少
な
く
と
も
一
週
間
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賃
借
人
の
選
定
）

第
五
十
条
の
九
　
賃
借
り
の
申
込
み
を
受
理
し
た
戸
数
が
賃
貸
住
宅
の
戸
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
賃
貸
人
は
、
抽
選
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
賃
借
人
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賃
借
人
の
選
定
の
特
例
）

第
五
十
条
の
十
　
一
般
賃
貸
人
は
、
同
居
親
族
が
多
い
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
で
都
府
県
知
事
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
回
の
募
集
ご
と
に
賃
貸
し
よ
う
と
す
る
住
宅
の
戸
数

の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
戸
数
（
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
当
該
都
府
県
知
事
が
別
に
戸
数
を
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
戸
数
）
に
つ
い
て
、
前
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
賃
貸
住
宅
の
賃
借
人
を
選
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
賃
貸
借
契
約
の
解
除
）

第
五
十
条
の
十
一
　
一
般
賃
貸
人
は
、
貸
借
人
が
不
正
の
行
為
に
よ
つ
て
賃
貸
住
宅
を
賃
借
り
し
た
と
き
は
、
当
該
賃
貸
住
宅
に
係
る
賃
貸
借
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
を
賃
貸
の
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賃
貸
条
件
の
制
限
）

第
五
十
条
の
十
二
　
賃
貸
住
宅
を
賃
貸
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
賃
貸
人
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
月
そ
の
月
分
の
家
賃
を
受
領
す
る
こ
と
及
び
家
賃
の
三
月
分
を
超
え
な
い
額
の
敷
金
を
受
領
す
る
こ
と
を
除
く
ほ
か
、
賃
借
人

か
ら
権
利
金
、
謝
金
等
の
金
品
を
受
領
し
、
そ
の
他
賃
借
人
の
不
当
な
負
担
と
な
る
こ
と
を
賃
貸
の
条
件
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
転
貸
の
条
件
）

第
五
十
条
の
十
三
　
法
第
百
一
条
の
三
第
六
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
者
に
賃
貸
住
宅
を
賃
貸
す
る
賃
貸
人
は
、
転
借
人
の
資
格
、
転
借
人
の
選
定
方
法
、
家
賃
そ
の
他
転
貸
の
条
件
に
関
し
、
同
条
六
号
イ
（
（
２
）
を
除
く
。
）
、
ロ
、
ハ

及
び
ニ
並
び
に
法
第
百
一
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
賃
借
人
が
当
該
賃
貸
住
宅
を
転
貸
す
る
こ
と
を
賃
貸
の
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
五
十
条
の
十
四
　
法
第
百
一
条
の
三
第
六
号
ニ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
管
理
の
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
賃
貸
人
は
、
賃
貸
住
宅
の
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用
並
び
に
こ
れ
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
験
及
び
能
力
を
有
す
る
者
で
都
府
県
知
事
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
当
該
賃
貸
住
宅
の
管
理
を
委

託
し
、
又
は
当
該
賃
貸
住
宅
を
賃
貸
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
賃
貸
人
が
当
該
基
準
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
賃
貸
住
宅
の
管
理
を
自
ら
行
う
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
賃
貸
住
宅
の
修
繕
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
賃
貸
人
は
、
賃
貸
住
宅
の
賃
貸
借
契
約
書
並
び
に
家
賃
及
び
敷
金
の
収
納
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

（
法
第
百
一
条
の
三
第
六
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
五
十
条
の
十
五
　
法
第
百
一
条
の
三
第
六
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
住
宅
事
情
の
実
態
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
府
県
知
事
は
、
十
年
を
超
え
二
十
年
以
下
の
範

囲
内
で
、
そ
の
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
譲
渡
の
条
件
に
関
す
る
基
準
）

第
五
十
条
の
十
六
　
法
第
百
一
条
の
三
第
七
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
譲
渡
の
条
件
の
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
条
の
二
十
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
譲
受
人
の
募
集
方
法
）

第
五
十
条
の
十
七
　
分
譲
住
宅
を
法
第
百
一
条
の
三
第
七
号
イ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
者
に
譲
渡
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
一
般
譲
渡
人
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
、
不
良
住
宅
の
撤
去
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
分
譲
住
宅
に
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
者
と
し
て
都
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
を
入
居
さ
せ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
分
譲
住
宅
の
譲
受
人
を
公
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
は
、
都
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
譲
受
け
の
申
込
み
の
期
間
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
二
週
間
前
に
、
新
聞
掲
載
、
掲
示
等
に
よ
り
行
う
と
と
も
に
、
一
般
譲
渡
人
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
は
、
棟
ご
と
に
又
は
団
地
ご
と
に
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
譲
渡
す
る
住
宅
が
都
心
共
同
住
宅
供
給
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
分
譲
住
宅
の
所
在
地
、
戸
数
、
規
模
及
び
構
造

三
　
一
般
譲
渡
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四
　
譲
受
人
の
資
格

五
　
価
額
そ
の
他
譲
渡
の
条
件

六
　
譲
受
け
の
申
込
み
の
期
間
及
び
場
所

七
　
申
込
み
に
必
要
な
書
面
の
種
類

八
　
譲
受
人
の
選
定
方
法
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４
　
前
項
第
六
号
の
申
込
み
の
期
間
は
、
少
な
く
と
も
一
週
間
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
受
人
の
選
定
）

第
五
十
条
の
十
八
　
譲
受
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
戸
数
が
分
譲
住
宅
の
戸
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
譲
渡
人
は
、
抽
選
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
譲
受
人
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
受
人
の
選
定
の
特
例
）

第
五
十
条
の
十
九
　
一
般
譲
渡
人
は
、
同
居
親
族
が
多
い
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
で
都
府
県
知
事
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
回
の
募
集
ご
と
に
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
住
宅
の
戸

数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
戸
数
（
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
都
府
県
知
事
が
別
に
戸
数
を
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
戸
数
）
に
つ
い
て
、
前
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
分
譲
住
宅
の
譲
受
人
を
選
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
譲
渡
条
件
の
制
限
）

第
五
十
条
の
二
十
　
分
譲
住
宅
を
譲
渡
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
譲
渡
人
」
と
い
う
。
）
は
、
住
宅
、
住
宅
に
付
随
す
る
土
地
又
は
借
地
権
の
価
額
を
受
領
す
る
こ
と
を
除
く
ほ
か
、
譲
受
人
か
ら
金
品
を
受
領
し
、
そ
の
他
譲

受
人
の
不
当
な
負
担
と
な
る
こ
と
を
譲
渡
の
条
件
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
法
第
百
一
条
の
三
第
七
号
ニ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
五
十
条
の
二
十
一
　
法
第
百
一
条
の
三
第
七
号
ニ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
譲
渡
後
の
分
譲
住
宅
の
用
途
の
住
宅
以
外
の
用
途
へ
の
変
更
の
規
制
が
建
築
基
準
法
第
六
十
九
条
又
は
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
協
定
の
締
結
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
譲
渡
後
の
分
譲
住
宅
の
用
途
を
住
宅
以
外
の
用
途
へ
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
譲
渡
契
約
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
百
一
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
五
十
条
の
二
十
二
　
法
第
百
一
条
の
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
住
宅
の
戸
数
の
変
更
の
う
ち
、
五
分
の
一
未
満
の
戸
数
の
変
更
（
変
更
後
の
戸
数
が
十
戸
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
共
同
住
宅
の
建
設
又
は
関
連
公
益
的
施
設
の
整
備
の
事
業
の
実
施
時
期
の
変
更
の
う
ち
、
事
業
の
着
手
又
は
完
了
の
予
定
年
月
日
の
六
月
以
内
の
変
更

（
令
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
等
）

第
五
十
条
の
二
十
三
　
令
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
又
は
関
連
公
益
的
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
住
宅
が
賃
貸
住
宅
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ
　
廊
下
及
び
階
段

ロ
　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル

ハ
　
立
体
的
遊
歩
道
及
び
人
工
地
盤
施
設

ニ
　
通
路

ホ
　
駐
車
場

ヘ
　
児
童
遊
園
、
広
場
及
び
緑
地

ト
　
給
水
施
設
、
排
水
施
設
、
ご
み
処
理
施
設
、
電
気
施
設
、
ガ
ス
施
設
、
熱
供
給
施
設
及
び
情
報
通
信
施
設

チ
　
機
械
室
及
び
管
理
事
務
所

リ
　
電
波
障
害
防
除
設
備

ヌ
　
集
会
施
設

二
　
住
宅
が
分
譲
住
宅
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ
　
立
体
的
遊
歩
道
及
び
人
工
地
盤
施
設

ロ
　
通
路

ハ
　
駐
車
場

ニ
　
児
童
遊
園
、
広
場
及
び
緑
地

ホ
　
集
会
施
設

（
賃
貸
住
宅
の
家
賃
）

第
五
十
条
の
二
十
四
　
法
第
百
一
条
の
十
一
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

一
　
賃
貸
住
宅
（
関
連
公
益
的
施
設
で
あ
つ
て
都
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
に
要
し
た
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
を
期
間
三
十
五
年
、
利
率
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
毎
月
元
利
均
等
に
償
却
す
る
も
の
と
し
て
算
出
し
た
額

二
　
賃
貸
住
宅
の
建
設
に
要
し
た
費
用
（
昇
降
機
設
置
工
事
費
、
暖
房
設
備
設
置
工
事
費
、
冷
房
設
備
設
置
工
事
費
、
給
湯
設
備
設
置
工
事
費
、
浴
槽
及
び
ふ
ろ
が
ま
の
設
置
工
事
費
並
び
に
特
殊
基
礎
工
事
費
を
除
く
。
）
に
千
分
の

一
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額

三
　
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
、
昇
降
機
、
暖
房
設
備
、
冷
房
設
備
、
給
湯
設
備
又
は
浴
槽
及
び
ふ
ろ
が
ま
を
設
置
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
設
備
の
工
事
費
に
、
次
に
掲
げ
る
工
事
費
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
（
イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
工
事
費
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
当
該
設
備
の
保
守
に
要
す
る
費
用
の
月
割
額
を
加
え
た
額
）

イ
　
昇
降
機
設
置
工
事
費
　
千
分
の
一
・
五

ロ
　
暖
房
設
備
設
置
工
事
費
　
千
分
の
一
・
五
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ハ
　
冷
房
設
備
設
置
工
事
費
　
千
分
の
一
・
五

ニ
　
給
湯
設
備
設
置
工
事
費
　
千
分
の
十
五
・
四

ホ
　
浴
槽
及
び
ふ
ろ
が
ま
の
設
置
工
事
費
　
千
分
の
十
・
八

四
　
賃
貸
住
宅
の
災
害
に
よ
る
損
害
を
補
て
ん
す
る
た
め
の
損
害
保
険
又
は
損
害
保
険
に
代
わ
る
べ
き
火
災
共
済
に
要
す
る
費
用
の
月
割
額

五
　
賃
貸
住
宅
の
建
設
の
た
め
通
常
必
要
な
土
地
又
は
借
地
権
を
取
得
す
る
場
合
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
価
額
に
千
二
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
、
地
代
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
額
に
、
当
該
地
代
の
月
割
額
と
借
地
契
約
に
係
る
土
地
の
価
額
に
千
二
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
加
え
た
額
）

六
　
賃
貸
住
宅
又
は
そ
の
敷
地
に
租
税
そ
の
他
の
公
課
が
賦
課
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
賦
課
さ
れ
る
額
の
月
割
額

七
　
前
各
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
に
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
認
定
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
建
設
及
び
管
理
を
す
る
賃
貸
住
宅
で
、
か
つ
、
同
時
期
に
賃
借
人
の
募
集
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
、
住
宅
相
互
間
に
お
け
る
家
賃
の
均
衡
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
各
戸
の
床
面
積
、
位
置
及
び
形
状
に
よ
る
利
便
の
度
合
い
を
勘
案
し
て
定
め
る
調
整
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
加
え
、
又
は
そ
の
額
か
ら
減
じ
た
額
を
家
賃
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
家
賃
の
額
の
合
計
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
事
業
者
は
、
賃
貸
住
宅
の
維
持
及
び
管
理
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
賃
貸
住
宅
に
係
る
推
定
再
建
築
費
（
昇
降
機
設
置
工
事
、
暖
房
設
備
設
置
工
事
、
冷
房
設
備
設
置
工
事
、
給
湯
設
備

設
置
工
事
、
浴
槽
及
び
ふ
ろ
が
ま
の
設
置
工
事
並
び
に
特
殊
基
礎
工
事
に
係
る
推
定
再
建
築
費
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
に
千
分
の
一
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
を
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
し
、
昇
降
機
設
置
工
事
、
暖
房
設
備

設
置
工
事
、
冷
房
設
備
設
置
工
事
、
給
湯
設
備
設
置
工
事
、
浴
槽
及
び
ふ
ろ
が
ま
の
設
置
工
事
に
係
る
推
定
再
建
築
費
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
推
定
再
建
築
費
に
相
当
す
る
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
昇
降
機
設
置
工
事
、
暖
房
設
備
設
置
工
事
及
び
冷
房
設
備
設
置
工
事
に
係
る
推
定
再
建
築
費
に
相
当
す
る
額
に
あ
つ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
に
当
該
設
備
の
保
守
に
要
す
る
費
用
の
月

割
額
を
加
え
た
額
）
を
同
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
条
の
二
十
五
　
法
第
百
一
条
の
十
一
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
賃
貸
住
宅
の
推
定
再
建
築
費
が
、
当
該
賃
貸
住
宅
の
建
設
費
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
賃
貸
住
宅
が
前
項
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
賃
貸
住
宅
（
関
連
公
益
的
施
設
で
あ
つ
て
都
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
に
要
し
た
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
賃
貸
住
宅
（
関
連
公
益
的
施
設
で
あ
つ
て
都
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
に
要
し
た
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
国
土
交
通
大
臣
が
建
築
物
価
の
変
動
を
考
慮
し
て
地
域
別
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
」
と
す
る
。

（
分
譲
住
宅
の
価
額
）

第
五
十
条
の
二
十
六
　
法
第
百
一
条
の
十
一
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

一
　
分
譲
住
宅
（
関
連
公
益
的
施
設
で
あ
つ
て
都
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
に
要
し
た
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

二
　
分
譲
住
宅
を
建
設
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
資
金
の
利
息
（
借
り
入
れ
た
資
金
の
額
に
利
率
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
限
度
と
す
る
。
）

三
　
分
譲
住
宅
又
は
そ
の
敷
地
に
租
税
そ
の
他
の
公
課
が
賦
課
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
賦
課
さ
れ
る
額

四
　
分
譲
事
務
費
等
に
つ
い
て
都
府
県
知
事
が
定
め
た
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

２
　
認
定
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
建
設
し
た
分
譲
住
宅
で
、
か
つ
、
同
時
期
に
譲
受
人
の
募
集
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
、
住
宅
相
互
間
に
お
け
る
価
額
の
均
衡
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
各
戸
の
床
面
積
、
位
置
及
び
形
状
に
よ
る
利
便
の
度
合
い
を
勘
案
し
て
定
め
る
調
整
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
加
え
、
又
は
そ
の
額
か
ら
減
じ
た
額
を
価
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
価
額
の
合
計
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
認
定
事
業
者
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
府
県
知
事
の
承
認
を
得
て
、
分
譲
住
宅
の
価
額
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
百
一
条
の
十
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
）

第
五
十
条
の
二
十
七
　
法
第
百
一
条
の
十
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
は
、
百
戸
と
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
公
告
の
方
法
等
）

第
五
十
一
条
　
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
九
条
第
三
項
（
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
第
四
項
、
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
五
条
第
九
項
（
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画

整
理
法
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
五
十
九
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
、
公
報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
府
県
知
事
（
法
第
七
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
の
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
の
長
）
は
、
法
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
十
日
間
、
当
該
公
告
に
係
る
措
置
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
付
近
そ
の
他
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
都
府
県
（
法

第
七
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
の
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
一
条
の
二
　
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
九
十
五
条
第
一
項
、
法
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法

第
百
二
十
六
条
第
一
項
及
び
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
こ
と
。
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二
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
を
す
る
こ
と
（
機
構
が
施
行
す
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

三
　
法
第
五
十
九
条
第
四
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
、
同
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
意
見
書
又
は
同
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
理
し
、
同
条
第
八
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
意
見

書
の
内
容
を
審
査
し
、
及
び
必
要
な
修
正
を
命
じ
、
又
は
通
知
し
、
同
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
図
書
を
送
付
し
、
並
び
に
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ

る
認
可
を
す
る
こ
と
（
機
構
が
施
行
す
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

四
　
法
第
九
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
し
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
き
、
及
び
総
務
大
臣
と
協
議
す
る
こ
と
（
機
構
が
施
行
す
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

五
　
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
査
請
求
に
対
し
て
裁
決
を
す
る
こ
と
。

（
大
都
市
等
の
特
例
）

第
五
十
二
条
　
こ
の
省
令
中
都
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
又
は
中
核
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
中
都
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
等
の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
等
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
生
産
緑
地
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
要
請
）

第
五
十
三
条
　
法
第
百
六
条
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
十
四
の
申
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
百
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
は
、
別
記
様
式
第
十
五
の
要
請
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
要
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
要
請
に
係
る
土
地
の
位
置
及
び
区
域
を
表
示
し
た
図
面

二
　
当
該
区
域
に
係
る
仮
換
地
指
定
通
知
書
又
は
換
地
処
分
通
知
書
の
写
し

三
　
第
一
項
の
申
出
書
及
び
第
二
項
の
書
類
の
写
し

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
九
月
二
八
日
建
設
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
日
建
設
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
十
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
一
月
一
四
日
建
設
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
一
九
日
建
設
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
六
日
建
設
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
生
産
緑
地
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
年
九
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
二
九
日
建
設
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
土
地
区
画
整
理
法
及
び
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
七
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
一
九
日
建
設
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
二
四
日
建
設
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
五
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
建
設
省
令
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
七
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
建
設
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
一
七
日
建
設
省
令
第
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
建
設
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
一
四
日
建
設
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
再
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
間
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
計
画
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
供
給
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
同
条
第

二
項
第
四
号
の
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
を
重
点
的
に
図
る
べ
き
地
域
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
住
宅
の

供
給
等
及
び
住
宅
地
の
供
給
を
重
点
的
に
図
る
べ
き
地
域
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
及
び
同
法
」

と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」
と
、
「
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
又
は
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
、
中
核
市
又
は
施
行
時
特
例
市
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
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こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
条
中
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
第
二
項
の

改
正
規
定
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
十
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
公
募
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
さ
れ
た
公
募
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
五
十
条
の
八
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
十
七
第
二
項

４
　
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
は
、
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

さ
れ
た
公
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
略

二
　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
第
二
項
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別
記
様
式
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

別記様式第一(第一条の二関係) 

土地区画整理促進区域内建築行為等許可申請書 

年  月  日   

            殿 

申請者 住所               

氏名               

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項の許可

を受けたいので、下記により申請します。 

記 

(一) 土地の形質の変更 

区域に含まれる地域の名称 
  

区 域 の 面 積 
  

行 為 の 目 的 
  

(二) 建築物の新築、改築又は増築 

建築物の敷地の所在及び地番 
  

建築物の用途及び構造等 
  

新築、改築又は増築の別 
  

敷地面積、建築面積及び延べ

面積 

  

備 考 

 1 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

 2 「行為の目的」欄には、当該行為が法第7条第2項第1号イ、ロ又はハに該当する場合に

おいては、その旨及びその具体的内容を記載すること。 

 3 「建築物の用途及び構造等」欄には、当該建築物が自己の居住又は業務の用に供する

ものか否かの別及び当該行為が法第7条第2項第2号イ、ロ又はハに該当する場合において

は、その旨も記載すること。 
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別
記
様
式
第
二
（
第
七
条
関
係
）

別記様式第二(第七条関係) 

共同住宅区換地申出書 

 

年  月  日   

            殿 

 

申出人 住所             

氏名             

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第14条第1項の規定

により、下記の宅地についての換地を共同住宅区内に定めるべき旨の申出をします。 

 

記 

 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 

      

 

備考 

  申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務

所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。 
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別
記
様
式
第
三
（
第
八
条
関
係
）

別記様式第三(第八条関係) 

共同住宅区宅地共有化申出書 

年  月  日   

          殿 

 

申出人 住所              

氏名              

住所              

氏名              

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第15条第1項の規定

により、下記の宅地について共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の

申出をします。 

記 

 

所有者の氏名 所在及び地番 地 目 地 積 
換地処分後の共有持分の割
合 

          

          

          

備 考 

 1 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事

務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。 

 2 「地積」欄の最下段に地積の合計を記載すること。 

 3 「換地処分後の共有持分の割合」欄は、従前の宅地の価額の割合と異なる割合を定め

ることを希望する場合にのみ記載すること。 
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別
記
様
式
第
四
（
第
十
条
、
第
三
十
九
条
関
係
）

別記様式第四(第十条、第三十九条関係) 

集合農地区換地申出書 

 

年  月  日   

          殿 

 

申出人 住所              

氏名              

生年月日            

職業              

 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 
第 18条第 1項 
第 69条におい 

 
て準用する第18条第1項 

の規定により、下記の宅地についての換地を集合農地区内に定 

めるべき旨の申出をします。 

記 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 

      

備考 

  申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務

所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。 
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別
記
様
式
第
五
（
第
十
二
条
関
係
）

別記様式第五(第十二条関係) 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第2項の規定

による処分の明細 

イ 従前の土地 

所有権の登記の有無 土 地 の 表 示 
所有者の住所及び

氏名 
摘 要 

        

ロ 換地処分後の土地 

表題登記又は所有

権の登記の有無 

土地の

表 示 

所有者の住

所及び氏名 
持 分 摘 要 登記の順位番号 

            

備 考 

 1 「所有者の住所及び氏名」欄には、所有者が法人であるときは、その名称及び主たる

事務所の所在地を記載すること。 

 2 「土地の表示」欄には、その所在、地番、地目及び地積を記載すること。 

 3 「摘要」欄には、既登記の先取特権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他

権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利が存すると

きは、登記簿に登記された順位番号を冠記し、その権利の種別を記載すること。 

 4 「登記の順位番号」欄は、空欄にしておくこと。 

 5 電子計算機その他の機器により記載する場合には、それに必要な限度において、欄を

適宜組み替え、又は新たに欄を設けることができるものとすること。 
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別
記
様
式
第
六
（
第
十
三
条
関
係
）

別記様式第六(第十三条関係) 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第2項の規定による処分に係る各筆各権利別清算金明細 

権利者
の住所
及び氏
名 

従 前 の 土 地 換 地 処 分 後 の 土 地 清算金、仮清
算金及び清
算金精算額 

供託すべ

き金額

 
市区町
村及び
町又は
字 

地番 地目 地積 

所有権以外の権利
又は処分の制限 権利

価額
 

街区

番号
 

市区町
村及び
町又は
字 

地番 地目 地積 
共有

持分
 
権利

価額
 

種別 部分 符号 地積 徴収 交付 

                                        

備 考 

 1 「権利者の住所及び氏名」欄には、権利者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

 2 従前の土地に係る「市区町村及び町又は字」、「地番」、「地目」及び「地積」の各欄は、登記簿に登記された表示により記載すること。この

場合において、「地積」欄には、登記簿に登記された地積が換地を定めるときの基準となる従前の地積(以下「基準地積」という。)と異なるとき

は、当該基準地積を併記すること。 

 3 従前の土地について存する所有権以外の権利又は処分の制限に係る「種別」、「部分」、「符号」及び「地積」の各欄には、既登記のもの及び

申告又は届出があつたものについて、該当事項を記載すること。この場合において、「種別」欄には、既登記のものについては、その登記簿に登

記された順位番号を冠記し、「地積」欄には、登記又は申告若しくは届出に係る地積が基準地積と異なるときは、当該基準地積を併記すること。 

 4 従前の土地に係る「権利価額」欄には、土地又は先取特権、質権、抵当権若しくは処分の制限の存する土地の部分の価額を記載すること。 

 5 「街区番号」欄には、換地図に記載された街区番号を記載すること。 

 6 電子計算機その他の機器により記載する場合には、それに必要な限度において、欄を適宜組み替え、又は新たに欄を設けることができるものと

すること。 
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別
記
様
式
第
七
（
第
十
四
条
関
係
）

別記様式第七(第十四条関係) 

住宅街区整備促進区域内建築行為等許可申請書 

 

年  月  日   

 

            殿 

 

申請者 住所              

氏名              

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第26条第1項の許可

を受けたいので、下記により申請します。 

記 

(一) 土地の形質の変更 

区域に含まれる地域の名称 
  

区 域 の 面 積 
  

行 為 の 目 的 
  

(二) 建築物の新築、改築又は増築 

建築物の敷地の所在及び地番 
  

建築物の用途及び構造等 
  

新築、改築又は増築の別 
  

敷地面積、建築面積及び延べ

面積 

  

(三) 建築物以外の工作物の新築、改築又は増築 

工作物の敷地の所在及び地番 
  

工作物の用途及び構造等 
  

新築、改築又は増築の別 
  

敷地面積及び工作物の水平投

影面積 
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備 考 

 1 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

 2 「行為の目的」欄には、当該行為が法第26条第2項第1号イ、ロ又はハに該当する場合

においては、その旨及びその具体的内容を記載すること。 

 3 「建築物の用途及び構造等」欄には、当該建築物が自己の居住又は業務の用に供する

ものか否かの別及び当該建築行為が法第26条第2項第2号イ、ロ又はハに該当する場合に

おいては、その旨も記載すること。 
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別
記
様
式
第
八
（
第
三
十
七
条
関
係
）

別記様式第八(第三十七条関係) 

既存住宅区内への換地を希望しない旨の申出書 

 

年  月  日   

            殿 

 

申出人 住所             

氏名             

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第68条第2項の規定

により、下記の宅地について既存住宅区内に換地を定められるべき宅地としての指定を希望

しない旨の申出をします。 

記 

 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 

      

 

備考 

  申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務

所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること。 
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別
記
様
式
第
九
（
第
三
十
八
条
関
係
）

別記様式第九(第三十八条関係) 

既存住宅区換地申出書 

 

年  月  日   

            殿 

 

申出人 住所             

氏名             

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第68条第3項の規定

により、下記の宅地についての換地を既存住宅区内に定めるべき旨の申出をします。 

 

記 

 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 

      

備考 

  申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務

所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること。 
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別
記
様
式
第
十
（
第
四
十
五
条
関
係
）

別記様式第十(第四十五条関係) 

換 地 等 明 細 書 

(一) 換地明細 

所 有 者 の 住

所 及 び 氏 名 

従 前 の 土 地 換 地 処 分 後 の 土 地 

記 事 所有権

の登記

の有無 

     郡     町村 

     市     区 

街
区
番
号 

     郡     町村 

     市     区 

所有権以外の権利

又は処分の制限で

既登記のもの 

町又は字 地番 地目 地積 町又は字 地番 地目 地積 種別 部分 符号 

                              

(二) 法第74条第1項又は法第90条第1項の規定による処分の明細並びに施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び参加組合員に与え

られる施設住宅の一部等の明細 

 イ 従前の宅地及び借地権 

 所有権又は借地権の

登記の有無 
宅 地 の 表 示 

 宅地について有する

権利の種別 
権利者の住所及び氏名 摘 要 
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 ロ 換地処分後の宅地 

表題登記又は所
有権の登記の有
無 

宅地の表示 
宅地について存
する権利の種別 

権利者の住所及
び氏名 

持 分 摘 要 
登記の順位
番号 

記 事 

                

 ハ 換地処分後の建物 

表題登記又

は所有権の

登記の有無

 

建 物 の 表 示 従 前 の 宅 地

に つ い て 存

す る 権 利 の

種別

 

 所有者の

住所及び

氏名

 持 分 摘 要 

 登記の順

位番号 

記 事 所 在 
  

全体の表示 
区分所有の
部分の表示 
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備 考 

 1 「所有者の住所及び氏名」欄には、所有者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

 2 従前の土地に係る郡市区町村並びに「町又は字」、「地番」、「地目」及び「地積」の各欄は、登記簿に登記された表示により記載する

こと。 

 3 「街区番号」欄には、換地図に記載された街区番号を記載すること。 

 4 換地処分後の土地に係る各欄には、換地(換地とみなされるものを含む。)、保留地及び換地処分後の公共施設の用に供する土地について、

該当事項を記載すること。 

  なお、換地を定めない従前の土地に対応する換地処分後の土地に係る各欄は、空欄にしておくこと。 

 5 「種別」、「部分」及び「符号」の各欄には、従前の土地について存する所有権以外の権利又は処分の制限で換地処分後の土地について

存することとなるものについて、該当事項を記載すること。この場合において、「種別」欄には、その登記簿に登記された順位番号を冠記

し、「部分」欄には、その目的となつている土地の部分の位置及び地積を記載すること。 

 6 (一)の「記事」欄には、従前の土地又は換地処分後の土地につき、下記の場合に、それぞれその旨及び当該事項に関する換地処分の効果

等について記載すること。 

  (1) 法第77条の規定により換地を定める場合 

  (2) 法第78条の規定により換地を定める場合 

  (3) 法第79条第1項の規定により義務教育施設用地として定める場合 

  (4) 法第80条第1項又は第2項の規定により保留地として定める場合 

  (5) 法第82条において準用する土地区画整理法第90条、第91条第4項若しくは第95条第6項の規定により換地を定めない場合又は法第74条

第4項の規定により金銭により清算する場合 

  (6) 法第82条において準用する土地区画整理法第92条第3項の規定により従前の土地について存する借地権の目的となるべき土地又はそ

の部分を定めない場合 

  (7) 法第82条において準用する土地区画整理法第91条第1項若しくは第5項の規定により換地を定める場合又は法第82条において準用する

土地区画整理法第92条第1項若しくは第4項の規定により借地権の目的となるべき土地若しくはその部分を定める場合 

  (8) 法第82条において準用する土地区画整理法第95条第1項の規定により換地を定める場合 

  (9) 法第82条において準用する土地区画整理法第95条第3項の規定により同条第1項第1号から第5号までに掲げる施設の用に供すべき土地
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として定める場合 

  (10) 法第83条において準用する土地区画整理法第104条第5項の規定により地役権が消滅する場合 

  (11) 法第83条において準用する土地区画整理法第105条第1項又は第3項の規定により所有権が国又は地方公共団体に帰属する場合 

  (12) 法第83条において準用する土地区画整理法第105条第2項の規定により従前の権利が消滅する場合 

 7 (二)のイの調書中「宅地の表示」欄には、従前の宅地及び従前の借地権の目的となつている宅地について、その所在、地番、地目及び地

積を登記簿に登記された表示により記載すること。 

 8 「宅地について存する権利の種別」欄には、従前の宅地について存する所有権、地上権及び賃借権についてその種別を記載すること。こ

の場合において、既登記の借地権については、その登記簿に登記された順位番号を冠記すること。 

 9 「権利者の住所及び氏名」欄には、権利者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

 10 (二)のイの調書中「摘要」欄には、従前の宅地又は借地権について既登記の先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約そ

の他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利が存するときは、登記簿に登記された順位番号を冠記し、

その権利の種別を記載すること。 

 11 (二)のロの調書中「宅地の表示」欄には、建物の存する宅地が2筆以上で、各筆の共有者及びそれぞれの共有持分の割合が相互に同一で

あるときは、各筆の宅地の表示を連記すること。 

 12 (二)のロの調書中「摘要」欄には、換地処分後の宅地に関する権利を与えられた従前の宅地又は借地権について既登記の先取特権、質権

若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利が存するとき

は、登記簿に登記された順位番号を冠記し、その権利の種別を記載すること。 

 13 「登記の順位番号」欄は、空欄にしておくこと。 

 14 (二)のロ及びハの調書中「記事」欄には、施行者が取得することとなる施設住宅の一部等又は参加組合員に与えられる施設住宅の一部等

である場合には、その旨を記載すること。 

 15 (二)のハの調書は、建物一棟ごとに作成し、その最下段に共用部分について記載すること。 

 16 「全体の表示」欄には、建物の全体の構造及び床面積を記載すること。 

 17 「区分所有の部分の表示」欄には、家屋番号並びに区分所有の部分の構造、種類、床面積及び建物の番号があるときは、建物の番号を記

載すること。 

 18 「従前の宅地について存する権利の種別」欄の記載については、8の例によること。 
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 19 (二)のハの調書中「摘要」欄の記載については、12の例によること。 

 20 共用部分の記載については、「区分所有の部分の表示」欄に共用部分の家屋番号、構造、種類及び床面積を記載すること。 

 21 電子計算機その他の機器により記載する場合には、それに必要な限度において、欄を適宜組み替え、又は新たに欄を設けることができる

ものとすること。 
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別
記
様
式
第
十
一
（
第
四
十
六
条
関
係
）

別記様式第十一(第四十六条関係) 

各筆各権利別清算金明細書 

(一) 各筆各権利別清算金明細 

権利

者の

住所

及び

氏名 

従 前 の 宅 地 換 地 処 分 後 の 宅 地 清算金、仮
清算金及び
清算金精算
額 

供託

すべ

き金

額 

記事 
市区町
村及び
町又は
字 

地番 地目 地積 

所有権以外の権
利又は処分の制
限 

権利

価額 

街区

番号 

市区町
村及び
町又は
字 

地番 地目 地積 

所 有 権 以 外
の 権 利 又 は
処 分 の 制 限 

権利

価額 種別 部分 符号 地積 部分 符号 地積 徴収 交付 

                                              

(二) 法第74条第1項又は法第90条第1項の規定による処分に係る各筆各権利別清算金明細 

権利者

の住所

及び氏

名 

従 前 の 宅 地 換地処分後の宅地及び建物 清算金、仮
清算金及び
清算金精算
額 

供託

すべ

き金

額 

摘要 
市区町
村及び
町又は
字 

地番 地目 地積 

所有権以外の権利又は処
分の制限 

権利

価額 

 建物

の表

示 

建物の区分所有の部分、共用
部分及びその共有持分並びに
宅地及び宅地に関する権利の
表示 

権利

価額 種別 部分 符号 地積 徴収 交付 
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備 考 

 1 「権利者の住所及び氏名」欄には、権利者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

 2 従前の宅地に係る「市区町村及び町又は字」、「地番」、「地目」及び「地積」の各欄は、登記簿に登記された表示により記載すること。この場合におい

て、「地積」欄には、登記簿に登記された地積が換地を定めるときの基準となる従前の地積(以下「基準地積」という。)と異なるときは、当該基準地積を併

記すること。 

 3 従前の宅地について存する所有権以外の権利又は処分の制限に係る「種別」、「部分」、「符号」及び「地積」の各欄には、既登記のもの及び申告又は届

出があつたものについて、該当事項を記載すること。この場合において、「種別」欄には、既登記のものについては、その登記簿に登記された順位番号を冠

記し、「地積」欄には、登記又は申告若しくは届出に係る地積が基準地積と異なるときは、当該基準地積を併記すること。 

 4 (一)の調書中「権利価額」欄及び(二)の調書中従前の宅地に係る「権利価額」欄には、宅地若しくは借地権又は先取特権、質権、抵当権若しくは処分の制

限の存する宅地の部分の価額を記載すること。 

 5 「街区番号」欄には、換地図に記載された街区番号を記載すること。 

 6 換地処分後の宅地に係る「部分」、「符号」及び「地積」の各欄には、従前の宅地に存する所有権以外の権利又は処分の制限で換地処分後の宅地について

存することとなるものについて、該当事項を記載すること。 

 7 法第79条第2項において準用する法第20条第3項又は法第82条において準用する土地区画整理法第95条第5項の規定による特別の定めをする宅地について

は、「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載す

ること。 

 8 「記事」欄には、従前の宅地について、別記様式第十備考6の例により記載すること。 

 9 「建物の表示」欄には、建物の全体の構造及び床面積を記載すること。 

 10 電子計算機その他の機器により記載する場合には、それに必要な限度において、欄を適宜組み替え、又は新たに欄を設けることができるものとすること。 
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別
記
様
式
第
十
二
（
第
四
十
七
条
関
係
）

別記様式第十二(第四十七条関係) 

 

金 銭 清 算 申 出 書 

 

年  月  日   

          殿 

 

申出人 住所                

氏名                

 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第3項の規 

定により、下記の 
宅 地 

借地権 
について金銭により清算すべき旨の申出をします。 

 

 

記 

 

イ 宅地 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 

      

ロ 借地権 

借地権の目的となつている宅地の所在及び
地番 

借地権の目的となつている宅地の面積 

    

備考 

 1 不要の部分は消すこと。 

 2 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事

務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載すること。 
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別
記
様
式
第
十
三
（
第
四
十
九
条
関
係
）

別記様式第十三(第四十九条関係) 

 

施設住宅の一部等の先買い等に係る届出書 

 

年  月  日   

 

           殿 

 

施行者の住所又は主たる事務所の所在地    

                   施行者の氏名又は名称及び法人にあつて

はその代表者の氏名             

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第87条第1項の規

定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

建物の表示 建物の区分所有の部分、共用部分及びその共有持分
並びに宅地及び宅地に関する権利の表示 

譲渡予定価額 
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別
記
様
式
第
十
三
の
二
（
第
五
十
条
の
二
関
係
）

別記様式第十三の二(第五十条の二関係) 

 

年  月  日 

 

 都府県知事 殿 

 

認 定 申 請 者 住 所   

又は主たる事務所の所在地   

氏 名 又 は 名 称   

 

 

都心共同住宅供給事業計画認定申請書 

 

 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の二第一

項の規定に基づき、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画について認定を申請します。 

 

1 都心共同住宅供給事業を実施する区域 

地 名 地 番 
  

敷 地 の 面 積 
  

土地に関する権原 1 所有権 

2 借地権・その他(                   ) 

  期間は 年 月 日から 年 月 日まで 

注 土地に関する権原の欄中「借地権・その他」とは、共同住宅の敷地となるべき土地に

ついて建物の所有を目的とする地上権、賃貸権又は使用貸借権をいう。 

 

 

2 共同住宅の戸数 

住 宅 戸 数 認定申請対象戸数       戸(全体建設戸数    戸) 

 うち 

 賃貸住宅戸数        戸 

 分譲住宅戸数        戸 
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3 共同住宅の規模、構造及び設備 

 (1) 住戸ごとの規模 

住 棟 番 号 住 戸 番 号 
賃 貸 住 宅・分 譲
住 宅 の 別 

床 面 積 居 住 室 数 

      
m2 

  

    
m2 

  

    
m2 

  

    
m2 

  

    
m2 

  

    
m2 

  

注 第五十条の六第一号の同居親族がない者の居住の用に供する住宅の場合は、住戸番号

を○で囲むこと。 

 (2) 住棟ごとの構造等 

住 棟 番 号 戸 数 住 宅 の 構 造 

    
1．耐火構造 

2．準耐火構造 

    
1．耐火構造 

2．準耐火構造 

    
1．耐火構造 

2．準耐火構造 

計   ― 

 (3) 各住戸ごとに備える設備 

台 所  (有 ・ 無) 

水 洗 便 所  (有 ・ 無) 

収 納 設 備  (有 ・ 無) 

洗 面 設 備  (有 ・ 無) 

浴 室  (有 ・ 無) 

そ の 他  (                               ) 

注 「その他」とは、暖房施設等をいう。 
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4 共同住宅の建設の事業に関する資金計画 

  内 訳                     (円) 

支 出 建 設 費 

用地取得造成費 

○ ○ ○ 

   計 

収 入 自 己 資 金 

借 入 金 

  (借入先ごとに記載) 

○ ○ ○ 

   計 

 

5 賃貸住宅に関する事項 

 (1) 賃借人の資格に関する事項 

 次の者を賃借人とする。 

一 法第百一条の三第六号イ(1)に該当する者 

二 法第百一条の三第六号イ(2)に該当する者 

注 該当するものを○で囲むこと。 

 (2) 家賃その他賃貸の条件に関する事項 

  ① 家賃等 

    家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めるも

のとする。 

    なお、当初の家賃の予定額については、次のとおりとする。 

住 棟 番 号 住 戸 番 号 家 賃 の 予 定 額 (円) 
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敷 金 家賃の   ケ月分 

賃貸条件の制限  家賃及び敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝

金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸

の条件としない。 

  ② 賃借人の選定方法 

募 集 の 方 法   

選 定 の 方 法   

そ の 他 (注2)事由 

   戸数         戸 

(注3)事由 

   戸数         戸 

(注4) 

注1 「募集の方法」は、新聞掲載、掲示等をいう。 

注2 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において公募を行わない場合に

は、「その他」欄にその事由及び戸数を記載すること。 

注3 同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者を対象として募集を

行う場合には、「その他」欄にその事由及び戸数を記載すること。 

注4 募集を複数回に分けて実施する場合には、「その他」欄に同時期に募集を行う棟又は

団地の別がわかるように記載すること。 

 (3) 賃貸住宅の管理の方法及び期間 

管

理

の

方

法 

管理期間における

管理の方式 
1．賃貸住宅の管理の委託 

2．転貸人への賃貸住宅の賃貸 

3．自ら管理 

1の場合の委託する

相手又は2の場合の

賃貸する相手(以下

「管理業務者」とい

う。)の氏名又は名

称 

  

管理業務者又は3の

場合の申請者の概

要 

 別添による。 

賃貸住宅の修繕  外壁補修、屋上防水、鉄部塗装、給排水管改修等について、

計画的に実施する。 

備付図書 賃貸住宅の賃貸借契約書 

家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類 

管理の期間   年  月から  年  月まで(  年  ケ月間) 
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6 分譲住宅に関する事項 

 (1) 譲受人の資格に関する事項 

 次の者を譲受人とする。 

一 法第百一条の三第七号イ(1)に該当する者 

二 法第百一条の三第七号イ(2)に該当する者 

三 法第百一条の三第七号イ(3)に該当する者 

注 該当するものを○で囲むこと。 

 (2) 価額その他譲渡の条件に関する事項 

  ① 価額等 

    価額については、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定めるものとする。 

    住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人

から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としない。 

    なお、価額の予定額については、次のとおりとする。 

住 棟 番 号 住 戸 番 号 価 額 の 予 定 額 (円) 

      

    

    

    

    

  ② 譲受人の選定方法 

募 集 の 方 法   

選 定 の 方 法   

その他 (注2)事由 

   戸数         戸 

(注3)事由 

   戸数         戸 

(注4) 

注1 「募集の方法」は、新聞掲載、掲示等をいう。 

注2 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において公募を行わない場合に

は、「その他」欄にその事由及び戸数を記載すること。 

注3 同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者を対象として募集を

行う場合には、「その他」欄にその事由及び戸数を記載すること。 

注4 募集を複数回に分けて実施する場合には、「その他」欄に同時期に募集を行う棟又は

団地の別がわかるように記載すること。 
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 (3) 分譲住宅の住宅以外の用途への変更の規制に関する事項 

 次の措置により、譲渡後の分譲住宅の住宅以外の用途への変更の規制を行う。 

一 第五十条の二十一第一号の基準に該当するもの 

二 第五十条の二十一第二号の基準に該当するもの 

注 該当するものを○で囲むこと。 

 

7 共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期 

事業の着手の予定年月日 共同住宅の建設            年  月  日 

関連公益的施設の整備         年  月  日 

事業の完了の予定年月日 共同住宅の建設            年  月  日 

関連公益的施設の整備         年  月  日 

 

8 関連公益的施設の整備に関する事項 

 (1) 関連公益的施設の種類、規模及び配置 

種 類   

地 名 地 番   

敷 地 の 面 積   

床 面 積   

 (2) 関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画 

  内 訳                     (円) 

支 出 建 設 費 

用地取得造成費 

○ ○ ○ 

   計 

収 入 自 己 資 金 

借 入 金 

  (借入先ごとに記載) 

○ ○ ○ 

   計 

備考 

 認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 
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別添 

管 理 業 務 者 の 概 要 

氏名又は名称   

住所又は主たる事務所の所在地   

当該賃貸住宅の管理を行う事務所の所在地   

宅地建物取引業法に基づく免許 (有 ・ 無) 

  

免許ありの場合 免許の種別   

免許番号   

免許取得年月日   

自己資本の額 円 

賃貸住宅の管理戸数 年 戸 

年 戸 

年 戸 

現在 年  月  日現在   戸 

賃貸住宅の管理を行う人員の数 年  月  日現在   人 
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別記様式第十四(第五十三条関係) 

 

生産緑地地区申出書 

 

年  月  日  

          殿 

 

申出人 住所             

氏名             

 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第106条第1項の規

定により、下記の宅地についての換地に係る集合農地区内の土地の区域について都市計画

に生産緑地地区を定めるべきことを要請すべき旨の申出をします。 

 

 

記 

所 在 及 び 地 番 地 目 地 積 

      

備考 

  申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事

務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。 
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別
記
様
式
第
十
五
（
第
五
十
三
条
関
係
）

別記様式第十五(第五十三条関係) 

 

生産緑地地区要請書 

 

年  月  日   

           殿 

 

施行者の住所又は主たる事務所の所在地     

  施行者の氏名又は名称及び法人にあつて

はその代表者の氏名 

  

 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第106条第3項の規

定により、下記の土地の区域について生産緑地地区を定めるべきことを要請します。 

 

記 

 

1 区域に含まれる地域の名称 

2 区域の面積 

3 区域内に仮換地指定又は換地処分された者の住所及び氏名 
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